
就労準備支援事業

その他就労準備支援

居住支援事業

（シェルター事業）

その他緊急支援

居住支援事業

（地域居住支援事業）

その他地域居住支援

家計改善支援事業

その他家計改善支援

子どもの学習・生活支援事業

その他子どもの学習・生活支

援

貧困の連鎖防止を図るため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支

援・生活支援を行います。

・生活困窮世帯の中学１年生から高校１年生までの子どもを対象

に、年間５０回、学習会を実施しています。

・長期休み中の宿題サポート・居場所支援として、ひとり親世帯を

中心とする生活困窮世帯の小学校４年生から中学校３年生までの子

どもを対象に、昼食付の学習会を実施しています。

生活困窮者に対する各種支援の実施状況

自治体名 墨田区

相談窓口 「くらし・しごと相談室　すみだ」

連絡先 03-5608-6289

就労や生活習慣に課題を抱える方に対して、一般就労に向けた前段

階として様々な支援を行っています。

・キャリアカウンセリング　履歴書、職務経歴書の作成等を通して

対象者の興味、適正、能力を明確化します。

・コミュニケーション能力や自己肯定感向上等のための講座やグ

ループワークを行っています。

・通所式の内職作業を始めとして、ボランティア作業や職場体験、

パソコン教室の開催など実施しています。

・都区共同事業の路上生活者対策事業での自立支援センターを活用

し、路上生活者などを一時的に保護するとともに、就労による自立

などを支援しています。

　また、住居喪失者に対し、支援方針決定までの間等、衣食住の提

供を行っています。

家計改善支援事業を次のとおり実施しています。

・家計再生プラン、キャッシュフロー表、家計計画表等の作成

・家計管理に関する支援

・滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度等の利用

に向けた支援

・債務管理に関する支援（多重債務相談窓口等を紹介）

・貸付けの紹介

・居住支援事業（地域居住支援事業）を次のとおり実施していま

す。

　自立支援センター江戸川寮と連携し、一時的に保護した方の退所

後の就労自立など、早期の社会復帰に向けた支援を実施していま

す。(東京都と特別区が共同実施している路上生活者対策事業です）


